
平成３０年度 第 1 回 大山崎町総合教育会議次第 

 

                              日時 平成３０年１２月２１日（金） 

                                  午後１時から 

                              場所 大山崎町役場庁舎二階 

                                  中会議室 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 出席者紹介 

 

 

 

３ 前川町長挨拶 

 

 

 

４ 協議・調整事項 

 「中学校給食導入の方針について」 

 

 

５ その他 

 

 

 

６ 閉会 
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１ 総合教育会議の概要 
 

総合教育会議を設置することで、教育に関する予算の編成・執行や条例の提案など、

重要な権限を有している地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地

域教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意に反映した教育行政の推進を図

る。 

 

 

（１）会議の位置付けと構成員 

 

① 地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場で

あり、教育委員会は、地方自治法上の附属機関に当たらない。 

（地方自治法第２０２条の３第１項） 

 

② 協議・調整し合議した方針の下に、双方が所管する事務を執行する。 

（法第１条の４第８項） 

 

③ 地方公共団体の長は、総合教育会議を設けること。 

（法第１条の４第１項） 

 

④ 構成員は、地方公共団体の長及び教育委員会 

 （法第１条の４第２項） 

 

⑤ 地方公共団体の長が招集する。     （法第１条の４第３項及び第４項） 

 

教育委員会が協議を必要と思料するときは、招集を求めることができる。 

緊急の場合は、地方公共団体の長と教育長のみで会議をすることも可能であるが、

教育委員会の意思決定がされ教育長に一任されている場合は、その範囲内で、そう

でない場合は一旦保留し、教育委員会で再検討し改めて地方公共団体の長と協議・

調整を行う。 

 

 

 

 ※法･･･地方教育行政の組織及び運営に関する法律  
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（２）協議・調整事項について 

 

① 協議すべき事項として 

 

● 大綱の策定に関する協議            （法第１条の４第１項） 

● 教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び

文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策の協議 

（法第１条の４第１項第１号） 

● 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそ

れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置の協議 

（法第１条の４第１項第２号） 

 

② 協議すべきでない事項として 

 

「教育委員会が所管する事務の重要事項全てを協議調整する趣旨ではない。」 

● 教科書の採択や個別の教職員の人事など、政治的中立性が高い事項 

● 日常の学校運営に関する些細な事項 
 

（参考）協議・調整事項の具体例 

 

（１）法第１条の４第１項第１号に該当すると想定される事項 

① 学校施設の整備、教職員の定数等の教育条件整備に関する施策など、予算の編

成・執行権限や条例の提案権を有する首長と教育委員会が調整することが必要な

事項 

② 幼稚園・保育園・認定こども園を通じた幼児教育・保育の在り方やその連携、

青少年健全育成と生徒指導の連携、居所不明の児童生徒への対応、福祉部局と連

携した総合的な放課後対策、子育て支援など、首長と教育委員会との事務連携が

必要な事項 

 

（２）法第１条の４第１項第２号に該当すると想定される事項 

① 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそ

れがあると見込まれる場合に該当する事項 

ア いじめ問題により児童、生徒等の自殺が発生した場合 

イ 通学路で交通事故が発生した後の再発防止を行う必要がある場合 

② 児童、生徒等の生命又は身体の保護に類するような緊急事態 

ア 災害の発生により、生命又は身体の被害は発生していないが、校舎の倒壊など

の災害が生じており、防災担当部局と連携する場合 

イ 災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊

急に構築する必要があり、福祉担当部局と連携する場合 

ウ 犯罪多発により、公立図書館等の社会教育施設でも、職員や一般利用者の生命

又は身体に被害が生じるおそれがある場合 

エ いじめによる児童、生徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進

法（平成２５年法律第７１号）第２８条の重大事態の場合 
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（３）協議・調整の結果の尊重義務 

 

○ 調整が行われ双方が合意した事項については、互いにその結果を尊重する。 

（法第１条の４第８項） 

 

○ 調整のついていない事項の執行については、法に定められた執行権限に基づき、

教育委員会及び地方公共団体の長がそれぞれ判断するものである。 

（法第２１条及び法第２２条） 

  

【会議における調整とは･･･】 

教育委員会権限の事務について、予算の編成や執行及び条例提案、大学、私立学

校、児童福祉、青少年健全育成などの地方公共団体の長の権限に属する事務の調和

を図ること。 

 

【会議における協議とは･･･】 

調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広く行われること。 

 

（４）会議の公開と議事録の作成及び公表 

 

① 個人の秘密保持や会議の公正が害されると認められることを除き公開する。 

（法第１条の４第６項） 

 

② 非公開の場合は、いじめなどの個別事案により関係者の個人情報を保護する場

合や、次年度の新規予算事業に関する具体的な補助対象の選定など、意思決定前

に情報を公開すると公益を害することが想定される場合である。 

 

③ 地方公共団体の長は、議事録を作成し公表することに努める。 

（法第１条の４第７項） 
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２ 協議・調整事項 
 

「中学校給食導入の方針について」 
 

（１）大山崎中学校給食導入の経過 

平成 28 年度 

平成 28 年 12 月 27 日 

   大山崎中学校給食検討委員会から提言 

平成 29 年 2 月 6 日 

   総合教育会議（平成 28 年度第２回）において協議・調整の結果、検討委員会の

提言を尊重して導入に取り組むこととする。 

 

【参考】 

大山崎中学校給食検討委員会からの提言（平成 28 年 12 月） 

１ 中学校給食の実施方式はセンター方式とし、敷地については町内の公有地の活用

を図る。 

 ※ 上記１を実施する場合において、まず中学校給食を先行し、両小学校への給食

提供次期については両小学校の給食施設の老朽化の状況、町の財政状況等を勘案

して計画的に進める。 

敷地の確保が困難な場合、上記１の代案として以下の内容を提言 

２ 中学校敷地内において、中学校及び将来的に第二大山崎小学校の給食を賄うこと

が可能な施設建設を行う。（親子方式） 

 

平成２９年度 

  平成 29 年 11 月～平成 30 年３月 

大山崎町学校給食施設基本設計業務（委託料 10,476,000 円） 

＊ 計画候補地４箇所の比較検討及び基本設計 

 

   ⇒ 建設予定地の決定［中学校前公有地（東側）＝体育館第二駐車場］ 

 

平成３０年度 

  平成 30 年６月～平成 31 年３月 

（仮称）大山崎町立学校給食センター等整備工事設計委託 

＊ 委託料 27,399,600 円 

＊ センター及び学校配膳室の図面作成、積算、関係手続 

 

（仮称）大山崎町立学校給食センター等整備工事設計支援業務委託 

＊ 委託料 8,301,960 円 

＊ 設計業務の監督管理及び技術支援 

 

【参考】当初予定（平成 31 年度～32 年度） 

○ 中学校給食施設建設工事 着工：平成 31 年 7 月～完成：平成 32 年 6 月完成 

○ 中学校給食提供開始：平成 32 年 9 月 
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（２）設計業務の中止 

平成 30 年 10 月 31 日 新町長（予定者）から業務中止の意思表示 

 

平成 30 年 12 月５日 新町長就任 ⇒ 正式に業務中止の指示 

＊ 出来高払いによる精算（精算額については精査中） 

 

（３）協議・調整 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第１条の４第１項第１号 

○ 教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び

文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策の協議 
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３ その他 


